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【 補 正 の 内 容 】
　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 【 請 求 項 １ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 時 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は 、
前 記 受 信 手 段 へ の 電 源 供 給 を 決 め ら れ た 時 間 禁 止 す る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と
す る 移 動 局 。
　 【 請 求 項 ２ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、 基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受
け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 時 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は 、
前 記 受 信 手 段 の 動 作 を 決 め ら れ た 時 間 禁 止 す る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移
動 局 。
　 【 請 求 項 ３ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 第 一 の 期 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は
、 前 記 受 信 手 段 へ 電 源 供 給 を 第 二 の 期 間 禁 止 し 、 第 二 の 期 間 経 過 し た 場 合 、 前 記 受 信 手 段
へ 電 源 供 給 す る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移 動 局 。
　 【 請 求 項 ４ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 第 一 の 期 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は
、 前 記 受 信 手 段 の 動 作 を 第 二 の 期 間 禁 止 し 、 第 二 の 期 間 経 過 し た 場 合 、 前 記 受 信 手 段 を 動



作 さ せ る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移 動 局 。
　 【 請 求 項 ５ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 第 一 の 期 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は
、 前 記 受 信 手 段 及 び 前 記 送 信 手 段 へ 電 源 供 給 を 第 二 の 期 間 禁 止 し 、 第 二 の 期 間 経 過 し た 場
合 、 前 記 受 信 手 段 及 び 前 記 送 信 手 段 へ 電 源 供 給 す る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す
る 移 動 局 。
　 【 請 求 項 ６ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 第 一 の 期 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は
、 前 記 受 信 手 段 及 び 前 記 送 信 手 段 の 動 作 を 第 二 の 期 間 禁 止 し 、 第 二 の 期 間 経 過 し た 場 合 、
前 記 受 信 手 段 及 び 前 記 送 信 手 段 を 動 作 さ せ る 制 御 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移 動
局 。
　 【 請 求 項 ７ 】
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 確 認 信 号 の 受 信 失 敗 毎 に 前 記 第 二 の 期 間 を 徐 々 に 大 き く し て い く こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 及 至 請 求 項 ６ に 記 載 の 移 動 局 。
　 【 請 求 項 ８ 】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 移 動 通 信 シ ス テ ム に お け る 移 動 局 で あ っ て 、
位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
基 地 局 が 前 記 送 信 さ れ た 位 置 登 録 要 求 信 号 を 受 け た と き に 送 信 す る 確 認 信 号 を 受 信 す る 受
信 手 段 と 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 時 間 以 内 に 前 記 確 認 信 号 を 受 信 し な い 場 合 は 、
前 記 位 置 登 録 要 求 信 号 を 送 信 し た 基 地 局 の シ ス テ ム と は 異 な る シ ス テ ム を 探 す 制 御 手 段 と
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移 動 局 。
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